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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
六
〇
四
・
子
育
て
支
援

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
平
成
二
十
年
秋
田
県
歯
科
技
工
士
試
験
の
実
施
（
六
〇
五
・
医
務
薬

事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
六
〇
六
、
六
〇
八
・
道
路
課
）
…
１

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
六
〇
七
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
六
〇
九
・
秋
田
地
域

振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
山
本
地
域
振

興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
雄
勝
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
３

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
個
人
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
名
称
等
の
変
更

（
一
三
三
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
六
百
四
号

秋
田
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
秋
田
県
児
童
会
館
の
指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
例
第
八
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
指
定
管
理
者
の
住
所
及
び
名
称

秋
田
市
寺
内
大
小
路
二
番
三
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
き
た
子
ど
も
ネ
ッ
ト

二
　
指
定
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
六
百
五
号

歯
科
技
工
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
一
号
）

附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
平
成
二
十
年
歯
科
技
工
士
試
験

を
実
施
す
る
の
で
、
歯
科
技
工
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
厚
生
省
令
第

二
十
三
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
試
験
の
日
時
及
び
場
所

（一）

日
時

（１）

学
説
試
験
　
平
成
二
十
年
二
月
十
四
日
（
木
）
午
前
九
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で

（２）

実
地
試
験
　
平
成
二
十
年
二
月
十
五
日
（
金
）
午
前
九
時
か
ら
午

後
三
時
三
十
分
ま
で

（二）

場
所

（１）

学
説
試
験
　
ル
ポ
ー
ル
み
ず
ほ
（
秋
田
市
山
王
四
丁
目
二
番
十
二

号
）

（２）

実
地
試
験
　
秋
田
県
歯
科
医
療
専
門
学
校
（
秋
田
市
山
王
二
丁
目

七
番
四
十
四
号
）

二
　
試
験
科
目

（一）

学
説
試
験

歯
科
理
工
学
　
歯
の
解
剖
学
　
顎
口
腔
機
能
学
　
有
床
義
歯
技
工
学

歯
冠
修
復
技
工
学
　
矯
正
歯
科
技
工
学
　
小
児
歯
科
技
工
学
　
関
係
法

規
（二）

実
地
試
験

歯
科
技
工
実
技

三
　
受
験
資
格

（一）

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
歯
科
技
工
士
学
校
を
卒
業
し
た
者

（二）

厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
歯
科
技
工
士
養
成
所
を
卒
業
し
た
者

（三）

歯
科
医
師
国
家
試
験
又
は
歯
科
医
師
国
家
試
験
予
備
試
験
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
者

（四）

外
国
の
歯
科
技
工
士
学
校
若
し
く
は
歯
科
技
工
士
養
成
所
を
卒
業
し
、

又
は
外
国
で
歯
科
技
工
士
の
免
許
を
受
け
た
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が

一
か
ら
三
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る

と
認
め
た
も
の

四
　
受
験
申
込
み
に
必
要
な
書
類

（一）

受
験
願
書

（二）

履
歴
書

（三）

受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（四）

写
真
（
出
願
前
六
箇
月
以
内
に
脱
帽
で
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
九
・

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

五
　
受
験
願
書
用
紙
の
交
付

（一）

期
間

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
二
十
年
一

月
四
日
（
金
）
か
ら
同
月
十
五
日
（
火
）
ま
で

（二）

場
所

健
康
福
祉
部
医
務
薬
事
課
（
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
）

郵
送
で
交
付
を
求
め
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
願
書
請
求
」
と
朱

書
し
、
八
十
円
切
手
を
貼
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
す

る
こ
と
。

六
　
受
験
願
書
の
受
付

（一）

期
間

平
成
二
十
年
一
月
四
日
（
金
）
か
ら
同
月
十
五
日
（
火
）
ま
で
の
午

前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

郵
送
の
場
合
は
、
締
切
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付

け
る
。

（二）

場
所

健
康
福
祉
部
医
務
薬
事
課
（
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
）

郵
送
の
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
歯
科
技
工
士
試
験
受
験
」
と
朱
書

す
る
こ
と
。

七
　
受
験
手
数
料

（一）

額三
万
六
千
円

（二）

納
付
方
法

受
験
願
書
提
出
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

八
　
合
格
者
の
発
表

平
成
二
十
年
三
月
七
日
（
金
）
に
県
庁
正
面
公
告
板
に
合
格
者
の
受
験

番
号
を
掲
示
す
る
。

九
　
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
部
医
務
薬
事
課
（
電
話
番
号
　
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一
四
一

一
）

秋
田
県
告
示
第
六
百
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

告
　
　
　
　
　
　
示
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場

所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
年
一
月
十
六

日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
六
百
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
年
一
月
十
六

日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
六
百
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
七
号

百
七
号

百
七
号

百
七
号

百
七
号

百
七
号

百
七
号

百
七
号

百
七
号

百
七
号

旧
新
別

旧新旧新旧新旧新旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
四
・
〇
〇
〜
三
〇
・
〇
〇

一
四
・
〇
〇
〜
七
八
・
〇
〇

一
二
・
〇
〇
〜
四
九
・
〇
〇

二
九
・
〇
〇
〜
五
五
・
〇
〇

一
六
・
〇
〇
〜
二
〇
・
〇
〇

二
五
・
〇
〇
〜
二
七
・
六
〇

一
二
・
〇
〇
〜
三
四
・
〇
〇

一
三
・
〇
〇
〜
四
三
・
〇
〇

一
〇
・
〇
〇
〜
一
四
・
五
〇

一
二
・
五
〇
〜
一
四
・
五
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
六
〇

〇
・
〇
六
〇

〇
・
二
一
三

〇
・
二
一
三

〇
・
〇
六
五

〇
・
〇
六
五

〇
・
一
三
七

〇
・
一
三
七

〇
・
〇
一
〇

〇
・
〇
一
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
本
荘
市
山
内
字
松
倉
沢
一
六
番
四
か
ら
一
六
番
八
ま
で

〃

由
利
本
荘
市
山
内
字
松
倉
沢
一
六
番
七
か
ら
大
簗
字
板
沢
四
九
番
七
ま
で

〃

由
利
本
荘
市
大
簗
字
板
沢
四
九
番
八
地
内

〃

由
利
本
荘
市
大
簗
字
板
沢
五
〇
番
七
か
ら
字
猿
木
沢
二
番
三
ま
で

〃

由
利
本
荘
市
大
簗
字
猿
木
沢
二
八
番
三
地
内

〃
道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

本
荘
西
目
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
本
荘
市
万
願
寺
一
番
三
地
内

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

路
　
　
線
　
　
名

比
内
森
吉
線

旧
新
別

旧

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
〇
〇
〜
四
一
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
七
五
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
市
森
吉
字
深
渡
家
ノ
上
一
六
番
二
か
ら
字
砕
渕
一
二
九
番
ま
で

Ａ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場

所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
年
一
月
十
六

日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
六
百
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
施
行
者
の
名
称
　
秋
田
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

秋
田
都
市
計
画
道
路
事
業
　
三
・
四
・
三
一
号
明
田
外
旭
川
線

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
七
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

（一）

収
用
の
部
分

変
更
な
し

（二）

使
用
の
部
分

変
更
な
し

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
三
種
町
鵜
川
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
土
地
改

良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
十
二
月

七
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
大
仙
市
協
和
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退

任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
協
和
下
淀
川
字
逢
田
七
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
　
　
弥

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
雄
勝
郡
山
田
五
ヶ
村
堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り

役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

湯
沢
市
深
堀
字
深
堀
四
十
五
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
　
善
一
郎

秋
選
管
告
示
第
百
三
十
三
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
る
個
人
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
つ
い

て
名
称
等
に
変
更
が
あ
っ
た
旨
、
大
館
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ

っ
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

変
更
後

変
更
前

公
　
　
　
　
　
　
告

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

県

道

比
内
森
吉
線

新

一
〇
・
〇
〇
〜
四
一
・
〇
〇

一
三
・
〇
〇
〜
五
〇
・
五
〇

〇
・
七
五
〇

〇
・
五
五
九

北
秋
田
市
森
吉
字
深
渡
家
ノ
上
一
六
番
二
か
ら
字
砕
渕
一
二
九
番
ま
で

北
秋
田
市
森
吉
字
深
渡
家
ノ
上
一
六
番
二
か
ら
字
砕
渕
一
二
九
番
ま
で

ＡＢ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

施
設
の
名
称

大
館
市
有
浦
児

童
会
館

施
　
設
　
の
　
所
　
在
　
地

大
館
市
有
浦
四
丁
目
六
番
四

十
三
号

変

更

年

月

日

平
成
十
九
年
十
一

月
一
日

施
設
の
名
称

大
館
市
有
浦
児

童
会
館

施
　
設
　
の
　
所
　
在
　
地

大
館
市
有
浦
四
丁
目
九
番
三

十
九
号

指

定

年

月

日

昭
和
六
十
二
年
四

月
十
六
日
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